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      １-３適正排出 
     ビン類、缶類、ペットボトル等は洗浄し分別区分に応じて排出するなど、ごみ処理・再

生利用を考えた排出を行うことに努めます。新聞や雑誌など集団回収が行われている資源
物に関しても、不適物を排除する等、リサイクルが適正に行われるように努めます。ごみ
ステーションの管理・指導体制を構築するため、環境衛生委員などによる普及・啓発を行
っていきます。 
１-４各種活動への参加 

環境学習や環境美化活動等への積極的な参加・協力を行います。 

   ２.事業者の役割 

２-１資源節約商品及び環境負荷に配慮した商品の製造、販売 

         耐久性のある製品や再生資源を活用した製品、廃棄物の発生の少ない製品や資源回収が

容易な材質による製品などを製造、販売することが必要です。 

２-２事業所ごみの減量化、再資源化の推進 

     事業所におけるごみの発生状況を把握し、発生・排出抑制を推進することが必要です。 

       また、紙類などの資源物を分別し排出することも重要です。厨芥類が多く発生する事業所 

においては、厨芥類の資源化等を推進することも必要です。 

２-３製品の回収・資源化の推進 

     容器包装リサイクル法や家電リサイクル法などの法的義務に対応すると同時に、その他 

の製品についても、販売店等において回収し積極的に資源化を推進することが必要です。  

３.行政の役割 

３-１現在の施策（取組状況） 

     各市町においては、地域の実情に応じた施策を展開し、ごみ減量化に取り組んでいます。 

    各市町のごみ減量化の取り組み（平成 25 年度現在） 

市町 取り組み事業・施策名称 内  容 

鳥
取
市 

再資源化等推進事業  各団体が中心となって取り組んでいる再生資源回収運動を
さらに発展・推進するため、資源の回収量に応じて奨励金を
交付する。 

家庭用生ごみ堆肥化容器等 購入
費補助制度 

 コンポスト容器・段ボールコンポストなどを利用し、生ごみ
の堆肥化を行う市民に対して、購入費の一部を補助する。 

家庭ごみの有料指定袋制度   単にごみ処理に要する費用負担を市民に求めるのではなく、
処理費用の一部を直接負担いただくことにより、ごみ問題へ
の意識をさらに高め、ごみ減量やリサイクルの促進を目的と
して実施する。 

鳥取市ごみ減量等推進 
優良事業所認定制度  

 積極的にごみの減量や再資源化に取り組んでいる事業所を
優良事業所として認定することで、事業所のごみ減量等に関
する意識の高揚及び活動の促進を図る。 

 また、優良認定事業所の活動状況等を市民に周知すること
で、事業所のみならず市民全体のごみ減量等の意識の啓発を
図る。 

岩
美
町 

コンポスト容器、家庭用生ごみ処
理機等購入助成  

 一般家庭から排出される生ごみの減量化を図るため、コンポ
スト容器、家庭用生ごみ処理機等を購入しようとする町民に
対し、その費用の一部を補助する。 

ミックスペーパーリサイクル推進
事業  

 平成 25年 2月に町内の各家庭へ注意書き等のシールを貼っ
たミックスペーパー保管ボックス（幅 100mm×縦 260mm×横 
315mm）を配布。 

 保管ボックスにミックスペーパーをため、たまったら紙袋、
封筒などに入れて雑誌と一緒に束ねて、古紙回収に出しても
らう。 
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【平成２５年度からの事業】 
破砕型生ごみ処理機設置事業  

 公民館などの公共施設に破砕型生ごみ処理機を設置し、公民
館活動等により、破砕型生ごみ処理機を広め、町民が家庭に
設置する場合には処理機本体価格の 1/2（上限 49,000円）
を補助する。 

資源ごみ回収報償金   各種団体に古紙等を回収した量に応じて報償金を交付する。 

若
桜
町 

資源ごみ回収報奨金交付事業   資源の再利用を推進し、ごみの減量化を図るため、資源ごみ
（古紙、金属、ビン類）回収に協力する団体に対し、回収し
た量に応じて報奨金を交付する。 

 古紙の分類：新聞紙、広告、雑誌、ダンボール、菓子箱等  

家庭用生ごみ処理機購入費補助金
交付事業  

 一般家庭から排出される生ごみの減量化を図るため、家庭用
生ごみ処理機等を購入しようとするものに対し、その費用の
一部を補助する。 

ごみ減量化モデル地区指定事業補
助金  

 家庭から排出されるごみを地域で自主的に減量化及び資源
化に取り組む地域団体に対し、その経費の一部を助成するこ
とによりごみの減量化及び地域のごみ減量意識の高揚を図
る。 

シュレッダーごみ、木くずの再利
用  

 役場、役場関係機関、町内の金融機関からでるシュレッダー
ごみ及び木材加工業者から出る木くず等を牛舎の敷料とし
て再利用。 

インクカートリッジ里帰りプロジ
ェクト 

 家庭用の使用済みインクカートリッジの回収・リサイクルを
行う。 

【平成２５年度からの事業】家庭用生
ごみ処理機モニター事業  

 家庭から排出される生ごみの減量及び堆肥化による再生利
用を推進するため、家庭用生ごみ処理機の貸出を行う。 

智
頭
町 

くるくるプラン  生ごみを分別回収し、可燃ごみの減量化を図る。収集業者が
液肥に加工し販売を行っている。 

資源ごみ回収報奨金制度   資源ごみを回収した団体に収集量により報奨金を交付する。 

生ごみ処理機購入費補助   生ごみ処理機を購入した者に１万円を上限に補助金を交付。 

八
頭
町 

生ごみの分別収集   生ごみを分別回収し、可燃ごみの減量化を図る。収集業者が
液肥に加工し販売を行っている。 

資源ごみ回収報奨金   各種団体に古紙等を回収した量に応じて報奨金を交付する。 

古紙回収   古紙回収を実施する集落に 2カ月に 1回回収に廻る。 

（出典：「鳥取県東部ごみ減量化の取り組み」H25.7 鳥取市・岩美町・智頭町・若桜町・八頭町 鳥取県東部広域行政管理組合） 

 
３-２東部圏域で展開する施策 

（１）環境教育・普及啓発 
      ①リサイクルイベント・環境学習会の開催 ②エココンテストの実施 
      ③啓発活動の充実 ④ごみ環境家計簿の実践 ⑤分別収集の普及啓発 
      ⑥ごみ分別説明会・講習会の実施 ⑦グリーン購入の推進 ⑧事業者啓発の推進  

（２）助成 
      ①家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付事業 ②再資源化等推進事業 

（３）マイバッグ運動 
      東部圏域では、企業の協力を得て、平成２４年１０月よりレジ袋無料配布を中止し 

ています。今後は、賛同事業者への支援やパンフレットの配布など、マイバッグ運動 
をこれまで以上に展開していきます。また、企業が指定するマイバスケット制度の普

及を推進していきます。 
（４）生ごみの堆肥化等推進事業 
  家庭や公共施設、事業者で発生する生ごみを、堆肥化等により地域で利用するなど、 
 安心・安全な農産物の栽培と供給を行う地域循環型農業の推進を検討していきます。 
（５）再使用に対する取り組み 

      東部圏域内のリサイクルショップ等によるリユースに携わる企業活動の土壌を醸成 
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エネルギーと

た、リファー

いては希望者

る取り組み 
るため、古紙

など、地域に

針 

は、ごみの再

ており、今後

の取り扱い

類の分別状

処分場の延命

アルリサイ

色トレイ」、「

す。 
の分別につい

住民の協力等

ラスチックご

とにより、住民

ます。 

チック類の

ックの取り扱

踏まえ、容器

本的には「ペ

よるマテリア

災以降、再生

多様化が重

よるごみ減量

ギーを高効率

耐熱性等の

技術開発に

処理が可能と

では、ごみの

います。 
の稼働にあた

クごみのうち

として有効に
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ーレンいなば

者に販売する

紙類のステー

にあった再利

再資源化及び

後も現状の分

い 

状況 

命化や資源の

イクルを行っ

「プラスチッ

いては、ごみ

等により、圏

ごみについて

民生活や環境

の取り扱い

扱いについて

器包装リサイ

ペットボトル

アルリサイク

生可能エネル

重要視されて

量を進めると

率に利用して

の問題から廃

により、現在

なっていま

の持つエネル

たっては、今

ち汚れたプラ

に活用してい

ばにおいても

ることでリユ

ーション回収

利用を進めて

び適正処理を

分別形態を基本

の有効活用を

ています。

クごみ」の

ステーショ

域住民に定着

は、マテリ

境への過度な

 

は、本圏域

クル法等の趣

ル」と「白色

ルを継続す

ルギー・未利用

おり、ごみ処

ともに、処理

いくことが求

廃プラスチッ

在の焼却炉は廃

す。これら

ルギーを活用

後、住民の意

スチックごみ

くことを検討

、家具等のご

ユースの推進

収の推進を図

いきます。 

目的として

本とします。

図るため、廃

なお、廃プ

３種類に分

ンにおける自

着している実

アルリサイク

な負荷が生じ

におけるこれ

趣旨に沿って

トレイ」及び

ることとしま

用エネルギー

処理施策にお

理が必要とな

求められてい

ク類を含む高

廃プラスチッ

のことから、

して発電を行

意見や経済的

みについては

討していくも

ごみを修理

進を図ってい

り、加えて、

８種又は９種

。 

廃プラスチ

ラスチック類

けて分別収集

自治会役員等

実態がありま

クルが困難で

じる恐れがあ

れまでのごみ

て、効率性や

び「プラスチ

ます。 
ーの有効活用

おいては、ご

なるごみにつ

います。 
高カロリーご

ック類を混焼

、近年建設さ

行い、二酸化

的優位性等を

は、焼却する

ものとします

・再生・ 
いきます。 

、拠点回

種分別に 

ック類を

類は「ペ

集し、効

等の献身 
ます。 
であり、 
ある等の 

み処理体 
や経済性 
チックご 

用及びエ 
ごみの排 
ついては、 

ごみの処 
焼しても 
されてい 
化炭素の 

を確認し 
ることに 
す。 



 

直

直
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終

を
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収集ごみ

事業ごみ

直接搬入ごみ

区　分

収集ごみ

区　分

事業ごみ

直接搬入ごみ

節 ごみ処

.ごみ処理

「排出抑制

サーマルリサ

れる持続可能

に勘案して、

設の整備に合

【重点施策】

①ごみ処理

②効率的な

ーの有効

.ごみ処理

 ごみの排出

終処分の各段

を推進するた

の整備後は、

新可燃物処理

新可燃物処理

住民

事業者

住民・事

排出抑

住民

事業者

住民・事

排出抑

処理計画 

の基本方針

（リデュース

サイクル）」、

能なごみ処理

最適なごみ

合わせて、施

 

理広域化に対

なごみ処理に

効利用促進 

主体 

出に伴う環境

段階において

ためには、住

中間処理と

理施設整備前

理施設整備後

住

者

業者

制

住

者

事業者

制

針 

ス）、再使用

焼却灰の再

理システム」

み処理システ

施策を展開し

対応した収集

に向けた可燃

境への負荷を

て、様々な配

住民・事業者

と最終処分は

  

前》 

後》 
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構成市町

構成市町

許可業者

構成市町

住民・事業者

許可業者

収集・運搬

構成市町

構成市町

許可業者

構成市町

住民・事業者

許可業者

収集・運搬

（リユース）

再生利用（マテ

を構築し、環

ムを構築し

ていきます。

集・運搬体制

燃ごみ処理体

を軽減するた

配慮が必要で

者等の協力や

はすべて東部

 ごみ処理主

可燃

者

構成市町

中

可燃

者

中

）、再生利用

テリアルリサ

環境負荷、エ

ます。また、

。 

の構築 

制の集約化

めに、排出抑

す。また、効

や支援も重要

広域で行う

主体 

不燃

町

間処理

不燃

間処理

東部

（マテリアル

サイクル）が

エネルギー、

、予定してい

と処理によ

抑制、収集運

効率的なごみ

です。なお、

ことになりま

東部広域

最終処

最終処

広域

ルリサイクル

がバランス良

コスト等を

いる新可燃物

り発生するエ

運搬、中間処

み処理やリサ

、新可燃物処

ます。 

処分

処分

ル或いは 
良く行わ 
を総合的 
物処理施 

エネルギ 

処理、最 

サイクル 

処理施設 
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区分 鳥取市 岩美町 智頭町 若桜町 八頭町

委託業者 委託業者 委託業者 委託業者 委託業者

排出者自ら 排出者自ら 排出者自ら 排出者自ら 排出者自ら

許可業者 許可業者 許可業者 許可業者 許可業者

排出者自ら 排出者自ら 排出者自ら 排出者自ら 排出者自ら

家庭系ごみ

事業系ごみ

３.収集運搬計画 

ごみ処理広域化やリサイクルの推進に対応していくため、家庭から排出されるごみの収 
集・運搬計画に関する重点施策を次のとおり設定します。 
 
３-１ごみの収集運搬の方法及び量 

        東部圏域から排出されるごみの収集・運搬については、構成市町の事務として行ってい 
くもとのします。具体的には家庭から排出されるごみの収集運搬は、委託業者または排出 
者自らにより、事務所から排出されるごみの収集運搬は、排出事業者の責任において、事 
業者自らあるいは構成市町の収集運搬許可業者により行うものとし、次の形態を基本とし 
ます。 

 
   収集運搬の方法（収集形態） 

 

 
 

 

 

 

 

     収集運搬量の見込み 

単位：ｔ 

 

 

  

H25 H31

（実績） （目標年度）

可燃ごみ 34,303 33,459

大型資源ごみ 245 219

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸごみ 3,019 2,924

小型破砕ごみ 1,893 1,884

資源ごみ 2,150 2,121

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 377 354

白色ﾄﾚｲ 35 38

古紙類 1,737 1,881

乾電池・蛍光管 84 88

合　　計 43,843 42,968

年度
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H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

収
集
運

搬
量

（
t）

年度

乾電池・蛍光管 古紙類 白色ﾄﾚｲ
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 資源ごみ 小型破砕ごみ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸごみ 大型資源ごみ 可燃ごみ

実績値 目標年度

(H31)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

 
３－２ごみの収集運搬に関する施策 

 
（１）ごみ処理広域化に対応した収集・運搬体制の構築（重点施策） 

      
可燃ごみの処理体制を広域化することで処理施設が遠方化し、収集運搬に要する時間は 

大きくなります。そのため、ごみステーションに収集されないごみが長時間残り、カラス 
や猫等によるごみの散乱を引き起こすことが懸念されます。各市町において、ごみ広域処 
理体制に対応した収集運搬体制を構築していくものとします。なお、収集運搬も含めたご 
み処理の有料化に関しては、構成市町において料金設定がなされています。今後、広域処 
理体制の実施を踏まえ、東部圏域においてごみ処理負担の公平化を図るため、ごみ処理手 
数料のあり方について構成市町と協議していくものとします。 
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（２）事業系ごみ搬入指導と収集運搬業の許可 

         搬入されたごみが適正に処理できるよう、分別徹底等について搬入時における窓口指導 
を行うものとします。また、許可業者が搬入する場合においては、構成市町と連携して排 
出事業者に対して分別等を指導していくものとします。加えて、事業系ごみなどの適正処

理を維持していくためには、収集運搬許可業者による収集運搬も不可欠です。適切な収集

運搬許可制のあり方について構成市町と協議していくものとします。 
（３）住民サービスの維持・向上 

高齢者や障がいのある住民等は高齢化社会の進行等により増加すると予想されます。構 
成市町の収集方式はステーション方式を基本としていますが、鳥取市では粗大ごみについ 
て、申込みによる戸別収集を行うなど、福祉向上の観点から住民サービスの充実に努めて 
います。ステーションへのごみ出し等について支援を行うボランティア団体や地域住民等 
の支援体制を整えるなど、高齢者・障がい者が生活しやすい環境を整えるため、構成市町

と連携して協議していくものとします。 
（４）火災危険ごみの扱い 

エアゾール缶については、中身排出機構（残ガス排出機構）が装着され、安全にガスを 
抜くことができるようになりましたが、機構を作動させた結果を表示する構造にはなって 
おらず、収集時においてガス抜きの確認ができません。よって、使い捨てライターなどに 
ついては、「火災危険ごみ」として分別回収するなど、安全な収集運搬方法について構成 
市町と検討していきます。 

４.中間処理計画 

ごみの排出抑制を進めたうえで、最終的に処理が必要なものについては、環境負荷の低減 
に努めながら適正処理を推進します。なお、新可燃物処理施設の整備にあたっては、周辺環

境の保全に配慮するとともに、中間処理段階における資源化の促進や可燃ごみ処理における 
エネルギー回収を推進していきます。 
 
４-１中間処理の方法及び量 

東部圏域から排出されるごみの中間処理は、新可燃物処理施設の整備にあわせて、すべて

のごみについて本組合において行っていくものとします。 
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Ｈ25 Ｈ31

（実績） （目標年度）

58,578 59,153

可燃ごみ 58,407 57,520

し渣（し尿処理施設） 171 153

著しく汚れたプラスチックごみ - 620

環境ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ軽量残渣 - 860

2,219 2,176

大型資源ごみ 245 219

小型破砕ごみ 1,894 1,888

直搬不燃ごみ 80 69

5,665 4,905

プラスチックごみ 3,019 2,304

びん・缶 2,150 2,121

ペットボトル 377 354

白色トレイ 35 38

乾電池・蛍光管 84 88

66,462 66,234

年度

現有焼却施設
新可燃物処理施設（高効率ごみ発電施設）

環境クリーンセンター
（破砕対象ごみ）

環境クリーンセンター
（資源化対象ごみ）

合　　　計

58,578 59,153

2,219 2,176

5,665 4,905

66,462 66,234
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中
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処
理
量

（
t）

年度

環境クリーンセンター

（資源化対象ごみ）

環境クリーンセンター

（破砕対象ごみ）

現有焼却施設

新可燃物処理施設（高効率ごみ発電施設）

実績値 目標年度

(H31)

                           中間処理量の見込み 

単位：ｔ         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

注)し渣を除く 
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（

    

    

-２中間処

１）効率的な

ーの有効

     
東部圏域

４つの焼却

理の広域化

を策定し、

建設場所を

月策定)に基

るエネルギ

を整備しま

ます。 

理に関する

なごみ処理に

効利用（重点

域の可燃ごみ

却施設により

化について検

東部圏域にお

を鳥取市河原

基づきその手

ギーの有効利

ます。また、

      

る施策 

に向けた可燃

点施策） 

み処理は、市

適正処理を

検討を重ね、平

おいて新たな

原町山手地内

手続き等を進

利用を最大限

環境教育の

   可燃ごみ
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燃ごみ処理体

市町村合併に

を維持してい

平成１８年８

な施設を１施

内とし、「新可

進めています

限に進めるた

の場及び災害

み処理の広域

体制の集約化

に伴う処理の

ます。これ

８月に「ごみ

施設整備する

可燃物処理施

す。新可燃物

め、高効率

害時の防災拠点

域化と施設整

と処理によ

集約化を図

まで、処理の

処理広域化実

るものとしま

施設整備計画

物処理施設は

ごみ焼却発電

点としての役

整備方針 

り発生する

りながら、現

の効率化をめ

実施計画（改

ました。施設整

画」(平成２５

は、処理によ

電を前提とし

役割を担うも

エネルギ 

現在は、

めざし処 

改訂版）」 

整備は、 

５年１２ 

り発生す 

した施設 

ものとし 

 



 

（２

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３

    

律

メ

型

サ

テ

２）環境クリ

 東部圏域

センター」

す。当該施設

ごみを破砕

を行ってい

の定期検査

加えて、回収

いても引き続

加型のリサイ

みを推進し、

３）小型家電

 国において

律」を平成２

メ、ゲーム機

型資源ごみ」

サイクルを進

テムを構築し

リーンセンタ

の一般家庭か

（以下「環境

設は、資源ご

・選別し、金

ます。今後、

の実施と計画

収した資源物

続き、調査

イクル啓発施

、もって施設

電リサイクル

ては、新たな

２５年４月に

機、ビデオカ

として分別

進めるため、

していくもの

ターの機能維

から排出され

境クリーンセ

ごみ（びん・

金属類を回収

回収した金

画的な補修な

物を安定して

・検討してい

施設を併設し

設の機能維持

ルへの対応

な法律として

に施行しまし

カメラ、電話

別収集、ある

今後の対応

のとします。
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維持とリサイ

れる不燃ごみ

ンター」とい

・かん）等を

収するなどに

金属類等につ

などにより、

てリサイクル

いくものとし

しており、住

持に寄与して

て「使用済小

した。現在、

話機などの小

るいは直接搬

応について、

 

イクルの促進

みを処理して

いう。）は、

を選別回収し

により、リサ

ついて安定し

処理機能を

ルするための

します。また

住民等による

ていくものと

型電子機器等

東部圏域か

型家電類は

搬入されてい

構成市町と協

 

ている「鳥取

東部広域が

したり、小型破

サイクルや埋

した資源化等

を維持してい

のルート（引

た、当該施設

ごみ分別や環

とします。 

等の再資源化

ら排出される

、「小型破砕

ます。今後、

協議し、東部

県東部環境

管理・運営

破砕ごみや大

埋立物の減量

等を行うため

いくものとし

き渡し先な

設については

環境問題等

化の促進に関

る携帯電話、

砕ごみ」、また

、レアメタル

部圏域に最適

クリーン

していま

大型資源

・減容化

に、施設

します。 
ど）につ 
、住民参

の取り組

関する法 

デジカ 

たは「大 

ル等のリ 

適なシス 
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H25 H31

（実績） （目標年度）

6,265 6,200

878 860

553 546

577 573

40 35

280 337

8,593 8,551

その他

土石類

軽量残渣

年度

焼却残渣（焼却灰）

不燃残渣

ガラス残渣

合　　　計

6,265 6,200

878
860

553
546

577
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５.最終処分計画 

   東部圏域から排出され、中間処理後に発生する残渣及び土石類等の埋立物については、環

境クリーンセンター最終処分場にて、安全かつ適正に埋立処分するものとします。 
 
５-１最終処分の方法及び量 

現状の埋立処分を継続した場合の最終処分量は、次のとおりです。 
 

      最終処分量の見込み 

単位：ｔ 
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５-２最終処分に関する施策 

（１）最終処分量の減量 

         最終処分場は、特に立地が困難な施設であるため、延命化を図ることが必要です。現在 

    の埋立対象物は、不燃ごみを処理したのちの不燃物残渣、焼却灰及び土石類です。これら

の埋立対象物については、以下の再生利用方針により埋立処分量の減量を図っていくもの

とします。 

 
埋立対象物別再生利用方針 

埋立対象物 再生利用等の方針 

焼却灰 
(またはスラグ) 

 新可燃物処理施設の処理方式別に以下のとおりとする。 

 焼却灰（主灰）、飛灰が排出される場合は、セメント原料化、
山元還元等の有効利用について検討する。 

 スラグ、飛灰が排出される場合は、スラグは土木資材等、飛
灰はセメント原料化、山元還元等の有効利用について検討す
る。 

不
燃
物
残
渣 

軽量残渣  木くずやフィルム状のプラスチック類等であり、埋立時には嵩張
り、さらに、風により飛散することが懸念される。 

 新可燃物処理施設において処理し、発電等のエネルギー源とす
る。 

不燃残渣  硬質のプラスチック等であり、これまでどおり埋立処分する。 

 ただし、ものを大事にするなど、ごみの発生抑制を進め、もって
埋立物量を削減する。 

ガラス残渣  資源化できなかったびん類、または陶磁器類であり、これまでど
おり埋立処分する。 

 ただし、資源ごみの分別徹底の促進、ごみの発生抑制を進め、も
って埋立物量を削減する。 

その他  これまでどおり埋立処分する。 

 ただし、ごみの発生抑制を進め、もって埋立物量を削減する。 

土石類  これまでどおり埋立処分する。 

※ガス化溶融方式を採用した場合に発生する残渣（一例） 

・ 可燃ごみを 1,300 あるいは 1,700℃といった高温の熱で処理すると、灰分はガラス状のスラ

グ、可燃ごみに混入している金属分はメタルとなり排出されます。また、処理の過程で集じん

灰が発生します。 

 

可燃ごみ 

 

⇒ 

スラグ 
スラグは砂状に加工でき、アスファルトやコン
クリートの材料等に有効活用されています。 

⇒ 

メタル
メタルは、可燃ごみに混入した様々な金属分の
塊で、金属材料等として再資源化されていま
す。 

⇒ 

集じん灰

再生利用の困難性が高いため、安全に埋立処分
します。 
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（２）最終処分場の適正管理 

     東部広域は、最終処分場の管理運営について、廃棄物処理法に基づく技術上の基準等を 

遵守し、周辺環境等への影響に配慮のうえ、今後も適正な管理を行っていきます。また、 

周辺環境についても、定期的なモニタリングを継続して実施し、安全・安心な管理を実施 

していきます。 

 
（３）最終処分場の跡地利用 

     最終処分場は、これまでの埋立を継続した場合、平成４２年度には埋立終了すると見込 
まれます。埋立終了後は、周辺地域と協議のうえ、跡地の有効利用を図っていくこととし 
ます。なお、浸出水の処理については、その性状等が廃棄物処理法に基づく廃止基準に適 
合することを確認した後、処理施設の廃止について地元と協議することとなります。 

 
   

鳥取県東部環境クリーンセンター最終処分場の概要 

・施 設 名：鳥取県東部環境クリーンセンター最終処分場 

・計画埋立容量：486,000 立方メートル 

・供 用 開 始：平成９年４月 

・埋立対象物：不燃物中間処理残渣、可燃物処理施設から発生する焼却灰 

◆埋立対象物 

(不燃残渣) (軽量残渣) 

  

  

  

・固いプラスチック片や陶磁器類であり、埋
立処分しても飛散等が起こりにくい性状で
す。 

・比較的柔らかく、フィルム状のものも含ま
れ、埋立処分すると飛散等が懸念されるた
め、早期に覆土を施す等の対策を講じてい
ます。 
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即日覆土容量

中間覆土容量
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５-３今後の埋立計画 

   新可燃物処理施設の処理方式により焼却残渣の処理方法が異なるため、現状の処理を継続 
した場合について推計しました。 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              累積埋立容量の見込み 
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  ４.不法投棄対策 

       不法投棄の防止対策は、不法投棄する人の意識改善が必要ですが、その他ポイ捨てをしや 

すい場所を減らしていくことも必要です。不法投棄防止は、各市町が住民と連携を図り、監

視パトロールを実施するとともに、郵便事業者などの協力を得て不法投棄の監視を強化して

います。また、不法投棄抑制のための監視カメラの設置や看板の作成・配布等の施策も講じ

ています。 

５.一般廃棄物の処理計画の点検、見直し、評価 

    本計画は、Ｐｌａｎ（計画の策定）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（評価）、Ａｃｔ（見直し）

のいわゆるＰＤＣＡサイクルにより、東部広域と市町が連携し、協力しながら、各施策や目

標の進捗状況について、定期的な検証と継続的な改善を図ります。また、評価を踏まえて概

ね５年ごと、又は、計画策定の前提となっている諸条件に大きな変動があった場合は、本計

画の見直しを行っていきます。なお、各市町においては、本計画に基づき「ごみ処理実施計

画」を策定し、施策を実施していきます。 


	03計画答申(写).pdf
	04正副管理者会議(計画).pdf

